
 

 

 

 

本協議会主催の「補修技術等の研修会」として「水 

田魚道設置」の研修会を 12 月 16 日（火）に安来市 

で開催しました。 

この研修会は、地域の豊かな生態系を保全するため 

の手法の一つとして圃場整備後の水田と排水路をつな 

ぐ魚道の設置について研修会を開催したものです。 

当日は悪天候でしたが、20 活動組織、3１名の参加がありました。講師には、宮城

県の「ナマズの学校」で事務局長をされている三塚牧夫先生をお迎えし、室内外でご指

導をいただきました。 

室内研修では「水田魚道づくり」について、現地の状況に合わせた設置例や設置する

際の注意点の説明があり、その後魚道の組み立てが行われました。また、現地研修では、

今回の研修会にご協力いただいた「宇賀荘白鳥クラブ農地・水・環境保全管理協定」地

内で設置途中の「水田魚道」を見学し、設置作業の流れなどの説明を受けました。 

参加された方のアンケートでは、研修会について「わかりやすい内容だった」の回答

が約 9３％と好評で、また、魚道設置の予定については「地域で検討する」の回答が約

５７％でした。 

先生のお話にもありましたが、失われた生態系を戻すことは簡単ではなく、失われる

前に保全について地域で話し合うことが大切だと改めて感じました。 

参加された組織の皆さん、大変お疲れ様でした。 

 

現地研修 

 

新年あけましておめでとうございます。 

活動組織の皆さんには、初春をお健やかに 

お迎えのこととお喜び申し上げます。 

本年も引き続きよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

私たち上野環境保全協議会は、平成 19 年度から農地・水・保全管理支払交付金の支援により、上

野地区単自治会 5 団体（地区世帯数 78 戸）は「上野の里」とサブネームをかざして広島県境の山間

と 1 級河川江の川とに中国山地の山々に挟まれ僅かの対象

農用地 13.2ha、水路 7.2km、農道 10.5km で「共同活

動・向上活動」に取り組んでいます。 

活動内容は、共同活動では用水路、農道、農用地等の草刈

り、泥上げ清掃、水路や農道の軽微な補修、休耕田の管理保

全、イノシシ等の駆除やフェンス等の設置、景観対策にシャ

クヤクの栽培等行っています。 

向上活動は主にハード工事等で、会員の要望を取りまと

めて緊急を要する整備箇所を優先に着手していますが、当初

の計画からの要望箇所が未着手の箇所が多く、なかなか要望

どおりにはいきません。 

私たち「上野の里」は、対象面積が小さく交付金額が少

ないため費用の高い工事等はできず、会員の中から土木工事

の部署ごとに技術を持った方でチームを組んで自主施工で取

り組んでいます。工事額が安価になるよう設計する方、重

機・ダンプカーを持ち大工や左官の技術を持っている方、工

事材料を集める方、現場を監督する方、色々なメンバーが力

を合わせて実施しています。25 年度には頭首工管理のため

に階段工事を行いました。 

平成 26 年度からは、農地維持支払交付金、地域資源の

質的向上を図る資源向上支払交付金(共同)、施設の長寿命化

のための資源向上支払交付金(長寿命化)へと内容や名称が変

更となっていますが取り組む活動は変わっていません。 

私たちも新しい制度のもと、高齢化に負けず「上野環境保全協議会『上野の里』地域」を未来に確

実に引き継いで続けていけるよう、全会員頑張っていこうと考えています。 

上野環境保全協議会「上野の里」事務局 

活動事例紹介 

農道のコンクリート舗装 

水路の泥上げ 

頭首工に繋がる階段工事 



 

 

 

 

 

 12 月 2 日（火）に愛媛県及び今治市から 4 名が「農地･水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協

定」を視察されました。愛媛県及び今治市では、これから広域エリアで活動に取り組まれる組織の立

ち上げに向けて、旧村単位の広域エリアで取り組まれている当組織を視察先に選ばれ、当日は板垣代

表から立ち上げの手順や活動の進め方、報告書作成等の事務について説明を受けられました。 

広域エリアで取り組む利点 

  ◆交付金の有効活用が図られる。 

  ◆地域内の豊富な人材で施設の補修を自主施工で取り組め 

る。 

  ◆事務局をコミュニティーセンターに置くことで、集落毎 

個人の事務負担を軽減できる。 

工夫されているところ 

  ◆事務局で各地区の要望取りまとめや、地区全体の事業の決定等に関わり、公平な事業実施 

となっている。 

  ◆地域内の建設会社の協力を得て、建設機械の使用や資材の納入について統一単価を設定して 

いる。 

 

一定の期間内に個々の農家で行った水路等の草刈りについて、活動記録、金銭出納簿 

の記入の仕方はどうすれば良いでしょうか。 

Answer  個々の農家で行われた草刈りの作業記録に基づいて 

     活動記録等を記入してください。 

  

名前 実施時間
6/15 6/29
9～10 9～11
6/28 6/29
6～9 8～11
6/15 6/30
9～12 8～10
6/21 6/27
8～10 16～17
6/21 6/24
8～11 15～17
6/27
8～10
6/20 6/23 6/30
7～9 8～12 9～11
6/20 6/29
8～9 15～18

○○ ○○ 1 3 4

8名 36

○○ ○○ 2 2

○○ ○○ 2 4 2 8

○○ ○○ 2 1 3

○○ ○○ 3 2 5

○○ ○○ 3 3 6

○○ ○○ 3 2 5

○○ ○○ 1 2 3

草刈り日

7月3日 1 28,800 ・・・,・・・ 10
6月15日

～6月30日
（支払いは確認日）

平成２６年度　多面的機能支払交付金 金銭出納簿

水路草刈り日当（8人）

分類 備考
収入
（円）

活動
実施日

支出（円）

１．農地維持支払及び資源向上支払
（施設の長寿命化を除く）

日付 内　　容
残高
（円）

領収書
番号

作業記録（日当記録） 

総実施時間を記入 

広域エリアでの取組みを視察 

活動期間を記入 

作業された人数を記入 

組織名：

実施時間 活動項目（対象活動） 取組（取組内容）

○○保全会

活動実施日時 活動参加人数

備考
実施月日

実施時間
総参加人数

平成２６年度　多面的機能支払交付金 活動記録

農業者 農業者以外
施設又は

テーマ

具体的な活動内容　＜（　）書きは長寿命化の場合＞

時間帯

草刈り 日当記録参照人 水路

人

水路の草刈り～ 36時間 8 人 8 人

人

6月15日
～6月30日

・
・
・

～ 人



 

 

～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農村整備課資源保全スタッフ     Tel 0852-22-6262 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

★お知らせ★ 
“しまねの農村カレンダー”ができました。 

島根の農村を生かして守りたいとの思いで今回初めて作成されたものです。写

真は「しまねの農村景観フォトコンテスト」の入賞作品で構成されています。 

現在第 18 回しまねの農村景観フォトコンテストの作品募集中です。島根の農

村の原風景への皆さんの思いを是非ともお寄せください。お待ちしています。 

★今月の予定★ 

１月１４日（水） 活動計画相談会（大田市） 

 

 

 

 

 
大田市では、「多面的機能支払制度の機能診断・補修技術等の研修」

として、鳥井環境保全会と大田市農林水産課の主催で、１１月９日（日）

に大田市鳥井町鳥井「東池」でため池の維持管理、池干しによる外来種

駆除の研修会を開催しました。 

当日は、多面的機能支払の活動組織から６組織３０名の参加があり、

島根県県央県土整備事務所大田事業所大庭課長から、ため池の維持管

理について、定期的な点検の大切さ、草刈り清掃など日頃の維持管理の

大切さについて研修を受けました。 

その後、池干しをして水かさが減った東池でライギョの駆除、フナの保護

を子供たちも一緒に行いました。。 

 

ため池の維持管理・外来種駆除の研修会を開催 

大田市農林水産課 

活動事例募集中！ 

あなたの組織の活動をネットワーク通信で紹介してみませんか。組織の紹介でも構いません。 
「原稿を書くのはどうも・・・」と思われれば、お話を伺ってこちらで記事をまとめます。 

「ウチの活動を紹介してみよう」と思われる方は、まずはお気軽にお電話ください。 

TEL（0852）32-4141、メール shigenhozen@shimanedoren.or.jp 
水土里ネット島根「ネットワーク通信」係まで 

～担当者の声～ 

新年あけましておめでとうございます。 

寒さも日増しに厳しくなり、家ではコタツから離れられない状況です。昨年は、｢年の漢字｣が｢税｣でした。単身赴

任の私には懐が寂しい年でしたが、今年は暮らし向きがよくなることを期待したいものです 

新制度による活動は、まもなく１年を終えようとしています。４月からの活動がスムーズに行くよう、本年度の

活動記録・会計処理は早めに終えましょう。（協議会 Ｔ） 

吉田町川尻環境保全 

対策組合（雲南市） 

活動組織の皆さん研修会お疲れ様でし

た。この研修をため池の維持管理に役

立ててくださいね。 


